
船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業実施要綱（以下「実

施要綱」という。）に基づいて行う、船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助

金（以下「補助金」という。）の交付に関して、船橋市補助金等の交付に関する規則

（昭和５６年船橋市規則第５０号）に定めるもののほか、必要な事項について定め、

事業の適切な運営を図ることを目的とする。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第３条に規定する事業とする。 

 

 （補助対象施設） 

第３条 補助金の交付を受けることができる施設は、実施要綱第４条に規定する施設

とする。 

 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の交付の対象となる期間は、実施要綱第５条に規定する期間とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に

定める経費とする。 

 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表に定める基準により算出した額とする。 

 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が定め

る期日までに、船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書（第１

号様式）に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適

正と認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。 

 

（交付条件） 

第９条 市長は、補助金の交付決定をする場合には、次の各号に掲げる事項につき条

件を附するものとする。 

(1)  補助金に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更（市長が認める



軽微な変更を除く。）する場合においては、市長の承認を受けること。 

(2)  補助事業を中止する場合においては、市長の承認を受けること。 

(3)  補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び状況

等を書面により市長に報告し、市長から必要な指示が与えられた場合には、直

ちにその指示に従うこと。 

２ 空床数や患者の重症度等について、毎日、新型コロナウイルス感染症医療機関等

情報支援システム、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムで報

告すること。 

３ 県から新型コロナウイルス感染症患者の入院受入要請があった場合は、正当な理

由なく断らないこと。正当な理由なく患者を受け入れなかった場合には、病床確保

料の返還又は申請の取り下げを行うこと。 

４ 補助対象事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合

を含む。）には、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の６月

３０日までに船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金に係る消費税及び

地方消費税の仕入控除税額報告書（第６号様式）により市長に報告しなければなら

ない。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入

控除税額を市に返還しなければならない。 

５ 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか必要な条件を附し、

又は指示することができる。 

 

（交付決定の通知） 

第１０条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこ

れに条件を附した場合にはその条件を船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業

補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知する。 

 

（交付申請の取下げ） 

第１１条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、決定内容又は

これに附された条件に異議があるときは、申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決

定はなかったものとみなす。 

 

（事情変更による決定の取消等） 

第１２条 市長は、第８条の規定による補助金の交付決定後において、その後の事情

の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を

取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。 

２ 市長が前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災

地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合に限る。 



 

 （補助事業の遂行等の命令） 

第１３条 市長は、この補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

が提出する報告、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項の規定

による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに附した条件に従って遂

行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を

遂行するよう命ずることができる。 

２ 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補

助事業の一時停止を命ずることができる。 

３ 市長は、前項の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付決定

の内容又はこれに附した条件に適合させるための措置を市長が定める期日までに

とらないときは、第１９条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り

消すことができる。 

 

 （計画変更等の承認） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の計画を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）

しようとするとき又は補助事業を中止しようとするときは、速やかにその理由及び

その他必要事項を記載した書面を市長に提出し、市長の承認を受けなければならな

い。 

 

 （実績報告） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止の承認を受けた

ときを含む。）又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、市長が定

める期日までに、船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告書（第

３号様式）に必要書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

 

（額の確定等） 

第１６条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、実績報告書等の書類

の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決

定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を船橋市新型コロナウイ

ルス感染症対策事業補助金確定通知書（第４号様式）により補助事業者に通知する。 

 

（是正のための措置） 

第１７条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成果が補助

金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、補助事

業者に対し、これに適合させるための措置を講ずるよう命ずることができる。 

 

 



 （交付時期） 

第１８条 補助金は、第１６条の規定により確定した額を補助事業が完了した後にお

いて交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助事業の完了前に交

付することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、船橋市

新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付請求書（第５号様式）により市長に

請求しなければならない。 

 

 （交付決定の取消等） 

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の

交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1)  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2)  補助金の交付決定の内容又はこれに附した条件その他法令に違反したとき。 

(3)  この要綱又はこの要綱に基づく市の処分若しくは指示に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第１６条の規定により、補助金額の確定があった場合においても

適用があるものとする。 

 

 （補助金の返還） 

第２０条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

た場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されて

いるときは、補助事業者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものと

する。 

２ 前項の規定は、第１６条の規定により、補助金額が確定した場合において、補助

事業者が既にその額を超える補助金を受領している場合においても適用があるも

のとする。 

 

 （他の補助金の一時停止等） 

第２１条 市長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金

の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対し、同種の事務又は事

業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時

停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。 

 

（関係書類の整備） 

第２２条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を補助事業

の完了の日の属する年度の翌年度から１０年間整備しておかなければならない。 

 

（補則） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 



 

   附則 

  この要綱は、令和２年７月１５日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附則 

  この要綱は、令和２年１０月３０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附則 

  この要綱は、令和２年１１月３０日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附則 

  この要綱は、令和３年２月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、令和４年１月１１日から施行し、令和４年１月１日から適用する。 

附則 

  この要綱は、令和４年７月１日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附則 

  この要綱は、令和４年９月６日から施行し、令和４年８月１日から適用する。 

附則 

  この要綱は、令和５年３月１５日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

附則 

  この要綱は、令和５年７月３１日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

 

  



別表 

事業名 基準額 対象経費 補助率 

病床確保

支援事業 

補助基準額は、以下のとお

りとする。 

 

○ 協力医療機関（その他の確

保病床分）・その他の医療

機関 

空床及び休床（１床当たり） 

   ＩＣＵ内の病床以外か

つ重症患者又は中等症患

者を受け入れ、酸素投与

及び呼吸モニタリング等

が可能な病床以外の病床

（以下、「その他の病床」

という。） 

２０，０００円／日 

※休床は療養病床を除く 

 

新型コロナウイルス感

染症患者の入院受け入

れのために確保した病

床のうち空床となって

いる病床、及び新型コロ

ナウイルス感染症患者

の入院受け入れのため

に休床とした病床（県の

補助対象となる病床）に

係る費用 

１０分の１０ 

 



第１号様式

令和　年　　月　　日

　船橋市長　　あて 　

所 在 地

名 称

代表者氏名

１　補助金の交付を申請する事業

　　病床確保支援事業

２　交付申請額

３　添付書類

　・経費所要額調書（別紙１）

　・事業計画書（別紙２）

　・誓約書（別紙３）

　・役員等名簿（別紙４）

　・その他市長が必要と認める書類（別紙５の一覧表のとおり）

金　　　　　円

記

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書

　船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の交付を受けたいので、下記のと
おり申請します。



別紙１（第１号様式）

申請者名

区分

その他の病床

経 費 所 要 額 調 書

基準額
補助対象となる
空床及び休床数
（延べ病床数）

交付申請額 備　考

合　計 円

（Ａ) （Ｂ) (Ｃ)=(Ａ)×(Ｂ)

20,000円/日 円



別紙２（第１号様式）

１　申請者の概要

２　事業の概要

～

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために確保した病床】

○その他の病床

床

床

床

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために休床とした病床】

床

（注） 

　空床及び休床数

0 0 0 ）床

（注） １

２

ＦＡＸ番号

【実施期間】 月　日 月　日

メールアドレス

担当者所属・氏名

電話番号

申請者の
名称及び所在地

名称

代表者氏名

所在地

事  業  計  画  書

区分 延べ数
「（別添１）内訳書」のうち

対応する項目

①確保した病床数 Ⅰ

②患者を受け入れた病床数 Ⅱ

）　=　計 （

別添１の内訳書に基づき算出した数を記入すること。

③空床となった病床数 0 Ⅲ

区分 延べ数
「（別添１）内訳書」のうち

対応する項目

期間は月の初日から末日までとすること。

既交付決定済の期間は除くこと。

・空床及び休床数

（〒　　　－　　　　）

○その他の病床 Ⅳ

 = Ⅲ （ ） + Ⅳ （



別紙３（第１号様式） 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日  

 

船橋市長 あて 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名           印 

 

 

 補助金の交付を申請した事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役員等

（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問そ

の他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を

締結する権限を有する者をいう。））が船橋市暴力団排除条例（平成 24 年船橋市条例

第 18 号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員等又は同

条例第７条第１項に規定する暴力団密接関係者のいずれにも該当せず、将来において

も当該各号のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 また、補助金の交付申請をするに当たり、上記内容に該当しないことを確認するた

め、船橋市が千葉県警察本部に照会することについて承諾します。 

 なお、誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、補助金の交付を受

けられないこと又は補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消されることにな

っても異議はありません。 

 また、これにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとします。 

 



別紙４（第１号様式）

元号
MTSH

年 月 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

役員等名簿には、補助を受けようとする事業を行う者が

・個人である場合は本人を記載すること。

役　　員　　等　　名　　簿

・法人その他の団体である場合は、その役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準じる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与
　している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。）を記載すること。
　ただし、当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者については、本件補助金の申請に関する権限又は補助事業の執行に関する契約を締結する権限を委任され
　ている者を除き省略することができる。

番号 職　名

　

　　　　　住所（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）

　　　　　氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名）

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

現在における（　私　・　当法人（団体）　）の役員等名簿に相違ありません。

　年　　月　　日

住　　　　　所
生年月日

商号又は名称（半ｶﾅ） 商号又は名称（漢字） 氏名（半ｶﾅ） 氏名（漢字）
性別
(M･F)



別紙５（第１号様式）

申請者名

↓ 該当する事業の添付書類について、チェックを付してください。

該当
有無

その他参考となる書類

必要添付書類一覧表

書類名

内訳書【別添１】

≪初回及び変更時のみ提出≫

患者受け入れのために確保した病床及び休床とした病床を図面（建物平面図等）上で表示したもの
（全フェーズ分）

対象事業に係る収入支出予算書（抄本）

≪初回及び変更時のみ提出≫

患者受け入れのために確保した病床及び休床とした病床が分かる写真（当該写真が建物平面図等のどの部分か示すこと）

患者受け入れのために確保した病床及び休床とした病床の１日ごとの入院状況が分かる書類（端末の画面のハードコピー可）

千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金に係る交付決定通知書の写し及び補助対象となる空床及び休床数の詳細が分
かる書類（経費所要額調書等）



別添１（第１号様式）

◎協力医療機関（その他の確保病床分）・その他の医療機関

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために確保した病床】

〇　空床数計算シート（　月）

◆その他の病床

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計

確保した病床数(Ａ) 0 Ⅰ

患者を受け入れた病床数（入院）(Ｂ) 0 Ⅱ

空床となった病床数(Ｃ)=(Ａ)-(Ｂ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ

空床となった病床数のうち感染症病床（特定） 0

空床となった病床数のうち感染症病床（第１種） 0

空床となった病床数のうち感染症病床（第２種） 0

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために休床とした病床】

〇　休床数計算シート（　月）

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計

その他の病床 0 Ⅳ

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内訳書

申請者名

（注）太枠内を「別紙２（第１号様式）事業計画書」における「２ 事業の概要 （１）病床確保支援事業」の項目に記載すること。



第２号様式

所 在 地

名 称

代表者氏名

船橋市長　　 印

１　交付決定額

２　交付条件

　船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱第９条による。

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付決定通知書

記

　令和　年　月　日付で申請のあった船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の
交付について、下記のとおり決定したので通知します。

船橋市健政指令第　　号

令和　年　　月　　日

金　　　　　円



第３号様式

令和　年　　月　　日

　船橋市長　　あて

所 在 地

名 称

代表者氏名

１　実績を報告する事業

　　病床確保支援事業

２　添付書類

　・経費精算額算出内訳書（別紙１）

　・事業報告書（別紙２）

　・その他市長が必要と認める書類（別紙３の一覧表のとおり）

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金実績報告書

　令和　年　月　日付船橋市健政指令第　　号で交付決定のあった船橋市新型コロナ
ウイルス感染症対策事業補助金に係る事業実績について、下記のとおり報告します。

記



別紙１（第３号様式）

申請者名

区分

その他の病床

（Ａ) （Ｂ) (Ｃ)=(Ａ)×(Ｂ)

20,000円/日 円

合　計 円

（Ｄ）

円円

(Ｅ)=(Ｃ)-(Ｄ)

円

経 費 精 算 額 算 出 内 訳 書

基準額
補助対象となる
空床及び休床数
（延べ病床数）

補助対象経費
精算額

備　考交付決定額 差引過不足額



別紙２（第３号様式）

１　補助事業者の概要

２　事業の概要

～

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために確保した病床】

○その他の病床

床

床

床

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために休床とした病床】

床

（注） 

　空床及び休床数

0 0 0 ）床

（注） １ 期間は月の初日から末日までとすること。

・空床及び休床数

（〒　　　－　　　　）

○その他の病床 Ⅳ

 = Ⅲ （ ） + Ⅳ （

②患者を受け入れた病床数 Ⅱ

）　=　計 （

別添１の内訳書に基づき算出した数を記入すること。

③空床となった病床数 0 Ⅲ

区分 延べ数
「（別添１）内訳書」のうち

対応する項目

区分 延べ数
「（別添１）内訳書」のうち

対応する項目

①確保した病床数 Ⅰ

ＦＡＸ番号

【実施期間】 月　日 月　日

メールアドレス

担当者所属・氏名

電話番号

申請者の
名称及び所在地

名称

代表者氏名

所在地

事　業　報　告　書



別紙３（第３号様式）

補助事業者名

↓ 該当する事業の添付書類について、チェックを付してください。

該当
有無

（注）「対象事業に係る収入支出決算（見込）書（抄本）」及び「千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金に係る確定通知
　　　書の写し及び補助対象となる空床及び休床数の詳細が分かる書類（事業収支精算書等）」以外の書類については、交付申請時
　　　にご提出いただいた書類と変更がない場合は、提出不要です。

その他参考となる書類

必要添付書類一覧表

書類名

内訳書【別添１】

患者受け入れのために確保した病床及び休床とした病床を図面（建物平面図等）上で表示したもの
（全フェーズ分）

対象事業に係る収入支出決算（見込）書（抄本）

患者受け入れのために確保した病床及び休床とした病床が分かる写真（当該写真が建物平面図等のどの部分か示すこと）

患者受け入れのために確保した病床及び休床とした病床の１日ごとの入院状況が分かる書類（端末の画面のハードコピー可）

千葉県新型コロナウイルス感染症対策事業補助金に係る確定通知書の写し及び補助対象となる空床及び休床数の詳細が分かる
書類（事業収支精算書等）



別添１（第３号様式）

◎協力医療機関（その他の確保病床分）・その他の医療機関

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために確保した病床】

〇　空床数計算シート（　月）

◆その他の病床

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計

確保した病床数(Ａ) 0 Ⅰ

患者を受け入れた病床数（入院）(Ｂ) 0 Ⅱ

空床となった病床数(Ｃ)=(Ａ)-(Ｂ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ⅲ

空床となった病床数のうち感染症病床（特定） 0

空床となった病床数のうち感染症病床（第１種） 0

空床となった病床数のうち感染症病床（第２種） 0

【新型コロナウイルス感染症患者の受け入れのために休床とした病床】

〇　休床数計算シート（　月）

日付 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合計

その他の病床 0 Ⅳ

合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内訳書

補助事業者名

（注）太枠内を「別紙２（第３号様式）事業報告書」における「２ 事業の概要 （１）病床確保支援事業」の項目に記載すること。



第４号様式

船健政第　　　号

令和　年　　月　　日

所 在 地

名 称

代表者氏名

船橋市長　　　　　印

１　交付決定額

２　交付確定額

金　　　　　円

金　　　　　円

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金確定通知書

　令和　年　月　日付で実績報告のあった船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業
補助金について、下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。

記



第５号様式

令和　年　　月　　日

　船橋市長　　あて

所 在 地

名 称

代表者氏名

通 知 年 月 日

番 号

交 付 決 定 額

交 付 確 定 額

今 回 請 求 額

金　　　　　円

金　　　　　円

金　　　　　円

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付請求書

記

　船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金の交付を下記のとおり請求します。

令和　年　　月　　日

船橋市健政指令第　　号



第６号様式 

 

令和 年  月  日  

 

 

船橋市長  あて 

 

 

 

申請者     所 在 地 

      名 称 

                   医療機関名 

代表職者氏名 

 

 

船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金に係る消費税及び地方 

消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

令和 年  月  日付け船橋市健政指令第   号により交付決定があった船橋

市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金について、船橋市新型コロナウイルス感染

症対策事業補助金交付要綱第９条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

１ 船橋市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱第１６条の規定による 

補助金の額の確定額 

金        円 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る  

仕入控除税額（要返還相当額） 

金        円 

３ 添付書類 

・２の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳 

・補助金の交付決定を受けた年度の消費税の確定申告書及び付表２の写し等 

 

※申請者が法人の場合は、所在地に法人所在地、名称に法人名を記入のこと 

※申請者が個人事業主の場合は、名称に個人事業主名を記載し、代表職者氏名は記入

不要のこと 

  



積算内訳 

（様式：課税売上割合 95％以上の場合） 

 

１ 医療機関名 

 

２ 開設者氏名 

 

３ 医療機関の所在地 

 

４ 補助金交付事業名 

 

５ 補助金の額の確定額 

 

６ 概要 

 

 

 

 

 

※添付書類 

●課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

●課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（写し） 

●医療法人以外の事業者については特定収入割合が分かる書類 等 

 （ただし、社会医療法人は書類の提出が必要です。） 



積算内訳 

(様式：個別対応方式で、返還がある場合) 

１ 医療機関名 

 

２ 開設者氏名 

 

３ 医療機関の所在地 

 

４ 補助金交付事業名 

  

５ 補助金の額の確定額 

 

６ 概要 

（１）補助金を充当した経費の内訳 

区分 

課税仕入 

非課税仕入 合計 課税売上 

対応分 

非課税売上 

対応分 

共通 

対応分 

補
助
金
を
充
当 

し
た
経
費
の
内
訳 

      

      

      

      

      

 合計      

（２）課税売上割合(課税売上高[課税資産の譲渡等の対価の額]／総売上高[資産の譲渡等の 

対価の額]) 

 

（３）支出(補助金を充当した経費)のうち課税仕入れの占める割合 

 

（４）仕入控除税額(補助金返還相当額) 

 

※添付書類 

●課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

●課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（写し） 

●医療法人以外の事業者については特定収入割合が分かる書類 等 

（ただし、社会医療法人は書類の提出が必要です。）  



積算内訳 

(様式：一括比例配分方式で、返還がある場合) 

１ 医療機関名 

 

２ 開設者氏名 

 

３ 医療機関の所在地 

 

４ 補助金交付事業名 

  

５ 補助金の額の確定額 

 

６ 概要 

（１）補助金を充当した経費の内訳 

区分 
課税仕入額 

（１０％） 

課税仕入額 

（８％） 

非課税・ 

不課税仕入額 
合計 

補
助
金
を
充
当 

し
た
経
費
の
内
訳 

     

     

     

     

     

 合計     

（２）課税売上割合(課税売上高[課税資産の譲渡等の対価の額]／総売上高[資産の譲渡等の 

対価の額]) 

 

（３）支出(補助金を充当した経費)のうち課税仕入れの占める割合 

 

（４）仕入控除税額(補助金返還相当額) 

 

※添付書類 

●課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

●課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（写し） 

●医療法人以外の事業者については特定収入割合が分かる書類 等 

 （ただし、社会医療法人は書類の提出が必要です。） 

  



積算内訳 

 

（様式：返還額が 0円の場合） 

 

１ 医療機関名 

 

２ 開設者氏名 

 

３ 医療機関の所在地 

 

４ 補助金交付事業名 

 

５ 補助金の額の確定額 

 

６ 概要 

 

 

 

 

 

※添付書類 

●課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し） 

●課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表（写し） 

●医療法人以外の事業者については特定収入割合が分かる書類 等 

 （ただし、社会医療法人は書類の提出が必要です。） 

 


